
岩手県告示第264号 

 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を次のとおり変更した。 

  平成24年４月１日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

 第３条第２号中      の下に      を加える。 

 第６条中      を      に改める。 

 

 

 

 

「 相 模 原 市 」
   附 則 

 １ こ の 規 約 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 ２ こ の 規 約 に よ る 変 更 後 の 規 約 （ 以 下 「 変 更 後 の 規 約 」 と い う 。 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で 

の 間 に 委 員 に 選 任 さ れ た 者 の 任 期 は 、 変 更 後 の 規 約 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 日 ま で と す る 。 

「 、 熊 本 市 」 

「 委 員 九 人 」 「 委 員 十 人 」 
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